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「自分だけは大丈夫」と「自分だけは大丈夫」と

思っていませんか？思っていませんか？
消費者トラブルは
悩まず早めに相談を！

買い物中の転倒事故に注意！見守り
新鮮情報
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～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「子ども・若者サポート情報」より引用・抜粋～～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「子ども・若者サポート情報」より引用・抜粋～

子どもでも簡単に支払えるネット通販にご注意

【ひとこと助言】
・店舗や商業施設で「つまずく」「滑る」などによる転倒事故が起きています。ちょっとした段差や落
下物、床に置かれた商品箱等、足元や周囲にも注意を払いましょう。

・もし、危険だと感じた時は、お店の方に申し出て安全策を取ってもらいましょう。
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《事例１》大型スーパーに行き、フロアの真ん中を歩いていたとき、周りのお店など
　　　　に気を取られていたら、フロアのコードカバーにつまずいて転び、左ひざ
　　　　を強く床にぶつけ、痛さで起き上がれなくなった。救急搬送され、７日間
　　　　入院した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）
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【ひとことアドバイス】
・買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い
決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だ
けで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払
えなくなるトラブルもみられます。

・コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか
確認しましょう。
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小学生の娘が、数か月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服
や文具等を購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約８千円の請求書が
届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取
り消しができる場合もあるのか。　　　　　　　　　　　　　（当事者：小学生）
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消費生活に関する
問合せ・相談は

消費生活センターへ

村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９
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消費生活に関する相談は消費生活に関する相談は

い や やい や や

司法書士会より司法書士相談員が派遣
され、登記・相続・消費生活に関する
相談が無料で受けられます。
相談の２日前までにご予約ください。

【開催日時】９月６日（金）
午前９時３０分から１１時３０分まで

【会場・受付】美浦村消費生活センター

司法書士による無料相談司法書士による無料相談

《事例２》
　　　　帰宅してから痛みが増し、救急で病院に行ったところ、手首を複雑骨折し
　　　　ており入院した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

《事例２》雨天の夜、コンビニの入り口のマットから、一歩踏み出した際に転倒した。
　　　　帰宅してから痛みが増し、救急で病院に行ったところ、手首を複雑骨折し
　　　　ており入院した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）
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年齢を重ねて心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながり等）が低下し、「健康」と「要介護」の中間
にある状態をフレイルと言います。フレイルは、「食生活」「口腔機能」「運動」「社会参加」を意識し
て、日ごろの生活を送ることで、予防・改善ができます。ますます元気教室で予防方法を知り、元気
な毎日を過ごしましょう。

ますます元気教室のご案内ますます元気教室のご案内

１０月１７日

１１月２８日 １１月２９日

１０月１８日 集団講話：口腔ケア、低栄養①

個別：口腔相談、栄養相談

集団講話＋実技：運動②

第２回

第４回

第６回

木曜日コース 金曜日コース 内容：テーマ

令和７年１月９日 令和７年１月１０日

９月２日（月）～ ６日（金）
申 込 期 間

「お楽しみ」個別健康サポート相談
生活習慣病や認知症の発症を予防したり、いつまでも若々しくいるためには、毎日の食事や適度な運
動等、日ごろの積み重ねが必要です。「お楽しみ」個別健康サポート相談では、健康を考えるきっかけ
になることを目的として、３日間限定で下記内容の測定が出来ます。（※測定結果は参考値です。認知
症検査や運転免許更新の検査とは異なります。）測定結果に応じて、保健師・栄養士が今より健康にな
るための方法を一緒に考えます。ぜひお気軽にご参加ください。

内　　容　脳年齢測定、血管年齢測定、体組成測定（筋力・脂肪量等）、
　　　　　食事診断、結果に応じた保健師・栄養士からの個別アドバイス
時　　間　各日とも午前９時３０分～　一人１時間程度
実施方法　個別相談

申込方法　各実施日の２日前までに、美浦村保健センター（☎０２９－８８５－１８８９）へ
　　　　　お申込みください。※完全予約制です。申込みなしでは参加できません。
持 ち 物　健康診査結果（お持ちの方のみ）、筆記用具　※ストッキング不可。靴下でご来所ください。

会　　場　美浦村保健センター

実 施 日　９月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木）　※完全予約制

対 象 者　美浦村に住民票がある方


